
 

議 第 １ ８ 号 議 案 

 

 

国民健康保険における子どもに係る均等割額の免除及び軽減に関する意 

見書の提出について 

国民健康保険における子どもに係る均等割額の免除及び軽減に関する意見書を別紙

のとおり、富士見市議会会議規則第１３条の規定により、提出します。 

 

 

平成２９年９月１９日提出 

 

 

富士見市議会議長 尾 崎 孝 好 様 

 

 

提出者  富士見市議会議員 寺 田   玲 

 

賛成者     同    根 岸   操 

 

 

 

 

 

 

 

提 案 理 由 

国民健康保険における子どもに係る均等割額の免除及び軽減に関する意見書を地方

自治法第９９条の規定に基づき国会及び政府に対して提出するため、この案を提出しま

す。 

 



 

国民健康保険における子どもに係る均等割額の免除及び軽減に関する意 

見書 

 

政府においては、保育士の処遇改善、待機児童対策など、子育て支援策が講じられ

ているところであるが、さらなる子育て支援策が求められるところである。 

一方で、国民健康保険制度は、一昨年５月に、「持続可能な医療保険制度を構築す

るための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことから、国民健康保

険の財政基盤の強化や都道府県による財政運営に向けた具体的な作業が進められてい

る。 

改革にあたっては、子どもに係る均等割保険料の軽減措置の導入についても今後の

検討課題とされたところである。 

国民健康保険の均等割額は、国民健康保険の加入者一人ひとりに均等にかかるもの

である。家族に子どもが増えると保険料の負担が重くなるこの仕組みは、子育てに関

する様々な負担軽減策を進めている地方公共団体の政策とも相いれないものとなって

きている。また同じ医療保険制度でありながら、被用者保険の組合管掌健康保険や全

国健康保険協会管掌健康保険には存在しない負担であり、早急な見直しが求められて

いる。 

よって、富士見市議会は、国会及び政府に対し、子育て支援の観点から国民健康保

険における子どもに係る均等割額について、他の医療保険制度との公平性を保ちつつ、

国の負担による免除及び軽減の見直しを早急に検討し、結論を出すよう強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

平成２９年９月 日 

 

埼玉県富士見市議会 

 

衆議院議長 大 島 理 森 様 

参議院議長 伊 達 忠 一 様 

内閣総理大臣 安 倍 晋 三 様 

財 務 大 臣 麻 生 太 郎 様 

総 務 大 臣 野 田 聖 子 様 

厚生労働大臣 加 藤 勝 信 様 


